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（その1) ※この収支報告書は，提出されたものがそのままインターネット上において公表されます＾

収 支報
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名称

主たる事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

会計責任者の氏名

（
 

書

仙台市若林区新寺1T目7番41号

事務担当者（問合せ先）

（担当者） 菅原充

（電話） 022-293-0503 
※上記の問合せ先は公表されます。

【注意事項］
※1 本紙に記載する内容は，問合せ先の樹を除き，政治団体に

閃して届出た内容と一致すること，（t,/出時点において界呻等
がある坦合は所宇の手椋により届出ること，）

※2領収苫等の写しを添付する坦合は，コピー1衷により複写し，
A4サイズにより捉出すること（規則第9条第4項）

添付するI：届番は，収古荊告］；の育P闊 lnと同ーとすること
※3本年の収入及び古出がともに「0（ゼロ）Fl1で，かつ，i汗芹

等が全て「無Iの因合は，（その1),（その2),（その17),（そ
の20)の4枚のみ提出することく9

※4 送学迎勁費用収支報告iりと墜複して収支を計上しないことし】

区

（令和 5
 

年分）

とうほくぜいりしせいじれんめい

東北税理士孤頃汲闘且

工藤重信

公職の種類 □衆議 口 参 議 院 議 員

分 □現職

‘,'’ 

有坂信彦
国会議員関係政治団体の区分

（政治貨金規正法第19条の7第1項）※12月31日現在での指定の有無

口鑑阜に係る国会議員関係政治団体

口策2丑に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者等
の 氏 名

受付

芍

受付年月

。口＼ ゃ

日ー

2

年分

al> 

口公職の候補者等

国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

※以下．叛告対象年中に燈用の巽動が「有」の坦合のみ記殷

する

特 例 の 適 用を受けていた期間

令和 年 月

令和 年

f
 

-

/

U

 （その1) 全団 体
政 治 団 仕 の 区 分

口 政党の支部 口 政 兄｝ ． その他の政治団体
口 政治資金団体

（後援会等）

口
その他の政治団体

口
政治資金規正法第18条の2

の支部 第1項の規定による政治団体

活 動 区 頭 の 区 分

月

整理番号（右詰め）

3可。
入力

日から

日まで

※下欄は選挙管理委員会が記入するので．政治団体は何も記入しないこと。

形式 1照合 1 |:』百芸品1百靡ほ 1異動届1解散届

ロ ロ
事・代

口
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‘ヽ一 全 団体
（その2)

1収支の総括表

収 支 の 状

（その2)

況

収 入 総 額 ............... ・I① 37,855,524円 ※②十③

（前年からの繰越額） ............... ・I② 22,674,570円
※月91年分の収支幸B告，りの「翌年への綬裁額 lの合額と必ず 敦するーと
※報告年中に設立した団体は0（ゼロ）を記入する—ピ

（ 本 年 の 収 入 額 ） ............... ・I③ ※前年からの繰越額を除き収入がない場合は0（ゼロ）を記入すること15, 180,9541円 ※（その2)A+B＋（その3)C＋（その4)D＋（その5)E＋（その6)Fの合計

支 出 総 額 ............... ・I④ 19,720,8281円 ※（その13)Hと一致することし

翌年への繰越額 ............... ・I⑤ 18, 134,696 [円 ※＇t-(4）（マイナスにはなり得ないこと，）

2 収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会賀

金

員

額
一
数
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口
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．
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．
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．
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．
 

詞喜言塁，台団体として徴した会致等の総金額及び納入した実人数を

(2) 寄 附

ア 寄附（イを除く。）の区分 I※ 金 額 備 考

（ア） 個 人 か ら の 寄 附 ⑥ 

三 ／： 円

※（その7)「個人からの寄附」の合計額G

（ う ち 特 定 寄 附 ）／  ※(6)の内数（寄附者に⑰の表示がある寄阻頷の合計.) 内訳（そ I 

（イ） 法人その他の団体からの寄附 胃 こ 竺名—＿る醤I＾璽 l̂ 円

※（その7)「法人その他の団体からの寄附」の合計額G のZ)
※政治資金規正法上は政党（支部）のみ

贔（ウ） 政 治 団 体 か ら の 寄 附 rふ::,p(),gも(J I --'ー・ ' 1 円 ※（その7)「政治団体からの寄附Jの合計額G
• ■ 一9ー 9‘'VV| 

小計（ア） ＋ （イ） ＋ （ウ） ⑨ 13,500,800 円
忍＇• 6＼十,)叶—⑱)

※（その7)の各区分ごとの合計頷Gを合計した訳と一致すること，

（寄附のうち寄附のあっせんによるもの） ／ 円 ※(9)の内数―•（その8)を作成すること

イ 政党匿名寄附 員 | 円 ※政治資金規正法上は政党（支部）のみー（その9)を作成すること。

合 計 （ ア ＋ イ ） B 13,500,800 円 ※(9 +{O 
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（その3) 該当団体のみ

（その3)

(3) 機関紙誌の発行その他の事業による収入

事 業 の 種 類 金 額
1 用 ＝ （肉治資金パーナイーの開 ） 

該当 年月日 開催垣所名枷 開催場所 所在 地（ 備考 ）

機関誌広告掲載料 220,000円 ロ

機関誌広告掲載料 220,000旧ロ
円 ロ I 

1円 ロ
円 ロ | 

I円 ロ
円 ロ | 
円 ロ
円 ロ
円 ロ I 
円 ロ

円 ロ I 
円 ロ
円 ロ
円 ロ

この頁の小計 |※ 440 000円 如すべての事業収入(1円以上）について記載すること。
’ ※2政治資金バーティーを閑催した場合は，該当欄にチェックをして，開催年月日及び開催場所（名称

合 計 le 440000 I 円 及び所在地）を記載し，共同開催の場合は，その旨及び当該他の政治団体名称も記載すること。
’ ※3 本票の事業に関し支出がある現合は．（その13)の「(3)機関紙誌の発行その他の事業費 Iのアか

らエのいずれかの区分に分類・計上し，（その15)を作成すること。

※4 この用紙が2枚以上にわたる場合，「合計」11:,1は，最終ページにのみ記入すること。



/‘l 、、9 二 （その6) 該当団体のみ

（その6)

(6) その他の収入

摘 要 金 額 年月日 備 考

事務委託費 1,200,000円 5 111129 宮城県税理士政治連盟

円 | | 
1円

円 | 
円 I 
円 | 
円 I 
円 | 
円 | 
円 | | 
円

円

円 | 
円 | | 
円 | 

の 頁 の 小 計 I※ 1,200,000|円
※1 「1件あたり10万円以上の収入」は，個別に内容及び年月日（備考の年月日欄）

'--
を記載し． 「1件10万円未満の収入」については．一括して「1件10万円未満のも

1件 10万 円 未 満 の も の ／ 40,154|円
の」に記載すること。

※2 この用紙が2枚以上にわたる場合「1件I0万円未満のもの」欄及び「合計J欄

合 計 F 1,240,154 円 は，最終ページにのみ記載することC



去及び取治痙金規止法上の寄附の禁止に係る（
候補者等は，その公職の任期満了の日の90日
：し，資金管理団体を除くる）への寄附が禁止され
．の政治団体（支部も含む．．）は，法人その他の団1

(7) 寄附の内訳

奇 附者 の 氏 名
計小 金 額

（団体にあっては，その名称）

澤村正夫 I 300,000|円

I I円
| 円

| 1円
| I円
| I円
1ロ I円
1ロ I円
1ロ I円
1ロ 円

Iロ 1円
1ロ I円
1ロ I円
1ロ I円
1ロ I円

この 頁 の 小計 |※ 300,0001円

そ の 他 の 寄 附 I/ 0円

メ 計 IG 300,000|円ロ

（その7) 該当団体のみ

＇ ※寄附者の区分ごとにそれぞれ別葉とすること。

｀ 
附 ご の区分 | 
当す 区分を選 択）

個人

年月日 住 所 職 業 備考
（団体にあっては，主たる事務所の所在地） （団体にあっては，代表者の氏名）

5 | 9 | 28 福島県郡山市土瓜1丁目195-2 税理士

| I 
| I 
| 
| 

I | 
| | 
| I 
| I 
| | 
| 

I | 
| I 
| I 
I 

※1 同一の者から年間5万円を超える寄附を受けた場合は．個別に記載すること。

ただし，租税特別措置法の規定の適用（課税上の優遇措置）を受ける場合には．年間5万円以下であって

も個別に記載する必要があるので留意すること。なお，同一の者から寄附を複数回受けている場合には最辺

にその合計額を記載（小計欄の「□1にチェック）し．次の行から年月曰順に内訳を記載することc

※2候補者等が政党から受けた政治活動用資金を自己の資金管理団体に寄附した場合（特定寄附）には，氏

名の前に恋設と記載すること~、また．潰臨によってする寄附についてば「備考 l 欄に「；晋臨 I!-首？蔀すみ｀＿ど

※3この用紙が2枚以上にわたる場合．「その他の寄附」欄及び「合計」欄は，「個人」・「法人・その他の団体」・

「政治団体」の寄附者の区分ごとに、最後のページにのみ記載すること。



く公豊選挙法及び政治資金規正浩上の登附の禁止に係る （その7) 該当団体のみ※イ公職の候補者等は，その公職の任期満了の日の90日

団体（ただし．資金管理団体を除く，）への寄附が禁止され
※口その他の政治団体（支部も含むも）は，法人その他の団

※寄附者の区分ごとにそれぞれ別葉とすること。

（芥逗f附の内訳
寄附者の区分 | 法人・その他の団体 ／ 

ヽ （該当する区分を選択）

寄 体 恩 ； ’ ｀ ¢ 氏名
小

金 額 年月日 住 所
（団体に職あっては，代表業者の氏名f

＇／ 備 考
（団 その名称） 計 （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

東北税理士協同瀧雑し 1ロ 300,000 円 5 | 9 28 仙台市若林区新寺1丁目7番41号 澤村正夫 ／ 

＼ 円 | | ／ 

ロ ¥ 円 | | レ
／ 

Iロ ¥ 円 | | ／ 

ロ ¥ I円 I | ／／  

Iロ 壮卜 | ／／  

Iロ 円 ＼ 至／
Iロ I円 I/ 

亨）
くとへ｀ヽ

Iロ I円 // | ¥ 
I□ ／ | ¥ 
Iロ ／ I円 | ＼ 

Iロ ／／  I円 | 卜

Iロ ／ I円 | ¥ 
|反 V 

円 | ¥ 
/I□ I円 | ＼ 

頁ジン介ヽ計 |※ 300,000 ※1 同一の者から年間5万円を超える寄附を受けた場合は，個別に記戟すること。この 円
ただし，租税特別措置法の規定の速用（課税上の似遇措置）を受ける場合には，年間5万円以下であって

そ少ィ囮の寄附 I/ 

゜
円 も個別に記載する必要があるので留意すること。なお，同一の者から寄附を祷数回受けている場合には，最初

にその合社額を記賊（小計掴の「口 Iにチェック）し，次の行から生月日順に内訳を記椴ずること。

／ 計 IG aoo,0001円
※2 候補者等が政党から受けた政治活動用資金を自己の資金管理団体に寄附した場合（特定寄附）には，氏

名の前に⑪と記載すること2 また，逍贈によってする寄附については，「備考Jit蘭に「迫贈Jと記載すること。

/‘  

□
 

※3 この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の寄附J欄及び「合計」船は，「個人」・「法人・その他の団体」・

「政治団体」の寄附者の区分ごとに，最後のページにのみ記載すること。



く公匿選埜法及び政治資金規正法上の登附の禁止に伍 （その7) 該当団体のみ※イ公職の候補者等は，その公職の任期満了の日の9(

団体（ただし，衰金管理団体を除く。）への寄附が禁止
, ※口その他の政治団体（支部も含む）は，法人その他d

※寄附者の区分ごとにそれぞれ別葉とすること。

(7)寄附の内訳

｀ 
附者の区分 | 口個 人 口法人•その他の団体 切／政治団体
当する区分を選択）

寄 附 者 の 氏 名 I 小 金 額 年月日 住 所 職 業 備考
（団体にあっては，その名称） 計 （団体にあっては，主たる事務所の所在地） （団体にあっては，代表者の氏名）

日本税理士政治連盟 ロ 100,000|円 5 6 26 東京都品川区大崎1-11-8 太田直 樹

日本税理士政治連盟
I 

160,000|円 5 6126 東京都品川区大崎1-11-8 太田直 樹

日本税理士政治連盟 ロ 50,000|円 5 ， 12 東京都品川区大崎1-11-8 太田直 樹
／ ［ご一^蜘

壬協1...,--
ヽ：•\iiヽ l I l ， ， 'u' . • ーー、』,,,, --- v v v, —--—ー I―•. ・ー・ ・- | ~. - ．． 

日本税理士政治連盟 1ロ 495,800|円 5 1 11 | 21 東京都品川区大崎1-11-8 東秀優

山形県税理士政治連盟 1ロ 1,400,000|円 5 11110 山形市旅篭町1丁目12-51 高橋龍二

秋田県税理士政治連盟 1ロ 1,170,000円 5 11 13 秋田市千秋明徳町4-56 鈴木明夫

青森県税理士政治連盟 1ロ 1,400,000 I Pl 5 11 16 青森市中央1丁目13-3 長谷 川有実

福島県税理士政治連盟 ロ 2,500,000|円 5111 I 24 郡山市堤下町8-10 熊田耕治

宮城県税理士政治連盟 ロ 4,615,000 円 5 11 I 29 仙台市若林区新寺1丁目7番41号 武田孫市

岩手県税理士政治連盟 ロ 1,310,000 円 5 12 27 盛岡市大沢JII原3丁目7-3 三河春彦

口
I円

ロ 円 | 
ロ 円 | 

I 

ロ 円
ヽ

←の頁の小計 ※ f3.わOr9oo :3ぶ狐BOOl' ※1 同 の者から年間5万円を超xる寄附を受けた坦合は，個別に記載するーと。

ただし，租税特別措置法の規定の適用（課税上の優遇措置）を受ける場合には，年間5万円以下であって

その他の寄附 ／ 01円
も個別に記載する必要があるので留意すること。なお，同一の者から寄附を複数回受けている場合には．最初

,. -→ にその合社額を記盤（小計梱の「口にチエ‘必ク）し．次の丘から生月日嘔に内誌を記襲すること。

合 計 G 茫紀ね瓢肛蜘i,」 ※2候補者等が政党から受けた政治活動用資金を自己の資金管理団体に寄附した場合（特定寄附）には，氏

名の前に⑪と記載することC また，迫贈によってする寄附については，「備考J欄に「迅贈」と記載すること

口

※ 3 この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の寄附」梱及び「合計」梱は，「個人」・「法人•その他の団体」·
「政治団体」の寄附者の区分ごとに，最後のページにのみ記載することn



※支出がある場合は，下表に従ー＼要因類を添付すること（詳細は各様式の注意碍き参照）こ
ヘ
（） 

（その13) 支出がある全団
団体区分

ヽ~

個別iざ記並する
支 出

- -

汚付書類

（その13)

3支出項目別金額の内訳

言芦二：言宣言旱 必要

(1) 支出の総括表

項 目 ※ 

1 
(1) 人 件 賀①

経 (2) 光 熱 水 費 ② 

常 (3) 備 品 消 耗 品 費膚

経 (4) 事 務 所 費心

費
小 計（※①＋②十③十④） ⑤ 

(1)組 織 活 動 費国

2 (2) 選 挙 関 係 費I⑦
(3) 機 関 紙 誌 の 発 行 そ の 他 の 事 業 費 の 計

⑧ 
政

(※⑨十⑩十⑪十⑫）

ア機関紙誌の発行事業費 ⑨ 

治 イ 宣 伝 事 業 費 ⑩ 

ウ政治資金パーティー開催事業費 ⑪ 

活 工そ の 他 の 事 業 費 ⑫ 

(4) 調 査 研 究 費1⑬
動

(5) 寄 附 交 付 金閂

費
(6) そ の 他 の 経 費惰

小 計（※⑥＋⑦十⑧十⑬十⑭十⑮） ⑯ 

合 計（⑤十⑯） H 

金 額 うち本部又は支部に対して 備 考
供与した交付金に係る支出

2,112,000|円 円

594,000|円 円

167,620|円 1円 >- 内訳（その旦：）

189,929|円 円

3,063,549|円 円
※該当する支出がない場合は
0（ゼロ）を記入すること。

6,322,5771円 円

゜
円 円

1,359,902円 円
※該当する支出がない場合は
0（ゼロ）を記入すること。

1,283,600 円 円

76,302 円 円 内訳（その旦i)
※本部又は支部に対して

円 円 供与した交付金1こ係る
支出の内訳（その旦i)

円 円

I円 円

8,974,800|円 円

円 円

16,657,279 円

゜
円

※該当する支出がない場合は
0（ゼロ）を記入すること。

19 720 828 円 ※1 支出がある場合は．国会品員関係政治団体及び資金管理団体は該当する項巨
’ ’ の（そのI4)・（そのI5)を，その他の政治団体は（その15)を作成することC

※2 本部又は支部に対して供与した交付金に係る支出がある場合は，（その16)を

作成すること"
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（その15) 支出がある全団
（その15)

＾ 項目別区分（該当する区分を選択し．その内訳（小分類）を右机如記載する。） 内 訳（小分森）

(3) 政治活動費の内訳
組織活動費 大会費

支出の目 的 金 額 年月日 支 出 を 受 け た者の 氏 名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては，その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

議案書印刷代 76,670旧5 | 8 29 株式会社東北プリント 仙台市青葉区立町24-24

記念講演会講師料 300,000円 51 9 12 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

記念講演会パンフレット印刷代 150,150円 5 I 9 112 印刷館 仙台市青葉区折立1丁目11番7号

講演会会場費 160,323月 5 9121 仙台国際ホテル 仙台市青葉区中央4丁目6番1号

会場費 399,806I円 5 | 9 | 27 仙台国際ホテル 仙台市青葉区中央4丁目6番1号

支部長会旅費負担金 420,0921円 5 I 9 121 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

支部長会負担金 273,213|円 5 I 9 i 21 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

I円
I円

I円
I円
I円
1円 | 
1円 | 
1円 | 

この頁の小計 1,780,254円
※1 1j生（数回にわたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会凪員関係政治団佳は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 445,2461円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書類（領収書等）の写し等を添付してください。

※2 この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出」梱及び「合計Jl閾は．項目別区分及び内訳（小分類）ごとに．

合 計 2,225,5001円
最後のページにのみ記載することC

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること
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i 9-

＼ーノ （その15) 支出がある全団
（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し．その内訳（小分類）を右欄に記載する。） 訳（小 -内

(3) 政治活動費の内訳
組織活動費 会議費

支 出 の 目 的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては，その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

会場費 84,942円 5 | 2 7 ホテルメトロポリタン仙台 仙台市青 葉 区中央1-1-1

交通費 50,960円 51 91 4 田中文貴 青森県五所JII原市小曲字豊里7-3

1円 | | 
円 | 
円

円

I円

I円

円

円

円

円

円 | 
円 | 
円

この頁の小計 135,902円
※1 11生（数回にわたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会誠員問係陸治団住は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 1,624,6561円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書類（領収・91}等）の写し等を添付してください。

※2この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出J梱及び「合計」梱は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

合 計 1,760,558円
最後のページにのみ記載することC

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすることn

分類）
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＼一 （その15) 支出がある全団

（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し，その内訳（小分類）を右欄に記載する。） 内 訳（小
．． 

(3) 政治活動費の内訳
組織活動費 旅費交迅

支 出 の 目 的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては．その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

交通費 50,0401円 5 1 10 I 24 鈴木明夫 秋田県秋田市桜ガ丘2丁 目2-6

円 | | 
円 | 
円 | 
円 | 
円 | 
円

円

I円

I円

I円

I円

I円
I 

I円

I円

この頁の小計 50,040|円
※1 1性（数回にわたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会品負閲係政治団佐は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 710,040|円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する，i万頚（領収因等）の写し等を添付してください。

※2 この用紙が2枚以上にわたる均合，「その他の支出J屈及びr合計J欄は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

ムロ 計 760,080|円
最後のページにのみ記載することC

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること＾

分類）



（その15)

(3)政治活動費の内訳

支 出 の 目 的 金

新年賀詞交歓会負担金

この頁の小計

そ の 他 の 支 出

A 口 計

/--、

に，
99ーヘ、
l ¥ 
、ーノ （その15) 支出がある全団

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること＾.. , 

項目別区分（該当する区分を選択し．その内訳（小分類）を右欄に記載する。） 内 訳（小 分類）

組織活動費 渉外費

額 年月日 支 出 を 受 け た 者の 氏 名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては．その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

511,524|円 5 1 1 31 東北税理士会 仙 台 市若林 区 新寺1丁目7番41号

I円 | I 
円 | 

1円 | 
円

円 | | 
円

円 | 
I円

I円

円

I円

I円

I円

I F9 

511,524|円
※1 1住（数回にねたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会誠豊関係政治団佳は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

150,985 円 て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書類（領収書等）の写し等を添付してください。

※2この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出」桐及び「合計」桐は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

662,509 円 最後のページにのみ記載することC



（その15)

(3) 政治活動費の内訳

支 出 の 目 的 金

こ の 頁 の 小 計

そ の 他 の 支 出

合 計

(~‘, 
＼ ！  

/—一、

l̀ 
¥9’ （その15) 支出がある全団

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること6

項目別区分（該当する区分を選択し，その内訳（小分類）を右掴に記載する。） 内 訳（小 分類）

組織活動費 後援会対策費

額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては．その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

I円 I | 

I円

円

円

I円

I円

I円

I円

円 | 
円 | 
円 | 
円

円 | 
円

円 | 

゜
円 ※1 1f生（数回にわたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会誠員閤係蕗治団佐は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し． 5万円未滴（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

913,9301円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書頚（領収料等）の写し等を添付してくださいc

※2 この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出」桐及び「合計」梱は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

913,930円
最後のページにのみ記載することC
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¥
 

口 （その15) 支出がある全団
（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し，その内訳（小分類）を右欄に記載する。） 丙 訳 （ 小分知J

(3)政治活動費の内訳
機関紙誌の発行事業費 印刷費

支 出 の 目 的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては．その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

会報誌印刷代 743,600 円 5 111 I 22 株式会社孔栄社 仙台市 青 葉区立 町16-13

円 | | 
円 | | 
円 | 
円 | 
円 | | 
円 | | 
円 | 
円 | 
円 | 
円 | 
円

円

円

I円

この頁の小計 743,600|円
※1 1性（数回にねたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会孤員閲侶政治団住は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 0|円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する召類（領収因等）の写し等を添付してくださいc

※2この用紙が2枚以上にわたる培合，「その他の支出」梱及び「合計」梱は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

A ロ 計 743,600|円
最後のページにのみ記載することC

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること



C 
./-¥ 

l\— （その15) 支出がある全団
（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し，その内訳（小分頚）を右欄に記載する。） 内 訳（小

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすることn

分類）

(3)政治活動費の内訳
機関紙誌の発行事業費 広告費

支 出 の 目 的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては．その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

広告掲載料 180,000|円 5 2121 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

広告掲載料 60,000|円 s I 3 131 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

広告掲載料 60,000|円 5 4 27 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

広告掲載料 60,000|円 5 I 5 30 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

広告掲載料 60,000|円 5 7 28 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

広告掲載料 60,000|円 5 8 31 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

広告掲載料 60,0001円 5 110 30 東北税理士会 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

円 | 
円 | 
1円
I円

I円

I円

I円

I円

この頁の小計 540,000|円
※1 1住（数回にねたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会議員関係政治団住は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会話員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 OI円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書頚（領収書等）の写し等を添付してください，

※2 この用紙が2枚以上にわたる場合．「その他の支出Ji閾及び「合計」梱は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

A 口 計 540,000|円
最後のページにのみ記載することC
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¥_) （その15) 支出がある全団
（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し，その内訳（小分類）を右掴に記載する。） 内 訳（小

(3) 政治活動費の内訳
宣伝事業費 ホームページ管理費

支 出 の 目 的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては，その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

円 | | 
円 | 
円 | 
円 I | 
円 | 

I円

I円 I 

I円 I 

I円

I円

I円

I円 | 

I円 | 
円

円

こ の 頁 の 小 計

゜
円 ※1 11生（数回にねたってなされたときは，その合計額が）5万円以上の（国会誠員関係政治団住は1万円を超える）

支出はすべて伺別に記載し， 5万円未満（国会品員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 76,302 円 て記載してください。なお，儲別に記載した支出を証する書類（領収書等）の写し等を添付してください。

※2この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出」欄及び「合計Jl閾は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

合 計 76,302 円 最後のページにのみ記載することC

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること6

分類）



こ
9 -¥  

, I 
＼ー （その15) 支出がある全団

（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し．その内訳（小分頚）を右欄に記載するつ） 内 訳（小 •• 
※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること＾

分類）

(3) 政治活動費の内訳
寄附・交付金 分担金

支 出 の 目 的 金 額 年月日
支 出 を 受 け た者の 氏 名 支出を受けた者の住所 備考
（団体にあっては，その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

令和5年度分担金 2,974,8001 Pl 5 11 22 日本税理士政治連盟 東京都 品川区大崎1-11-8

I円

円

円

円

円 | 
I円

円 | 
円 | | 
円 | | 
円 | | 
I円

円 | 
円

円

この頁の小計 2,974,800円
※1 1i生（数回にわたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会晶員凹係酪治団住は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

そ の 他 の 支 出 ol円
て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書類（領収書等）の写し等を添付してください。

※2この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出J梱及び「合計」11;1は，項目別区分及び内訳（小分頚）ごとに，

合 計 呼クlj--.80() 円 最後のページにのみ記載することC
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¥
 （その15) 支出がある全団

（その15)

項目別区分（該当する区分を選択し，その内訳（小分類）を右欄に記載する。） 内 訳（小

(3)政治活動費の内訳
寄附・交付金 活性化支援金

支 出 の 目 的 金 額 年月日 支出を受けた者の氏名 支出を受けた者の住所 備考（団体にあっては，その名称） （団体にあっては，主たる事務所の所在地）

活性化支援金 500,000|円 5 3 30 宮城県税理士政治連盟 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

活性化支援金 500,000|円 5 3 30 福島県税理士政治連盟 郡山市堤下町8-10

活性化支援金 500,000 円 5 3 30 青森県税理士政治連盟 青森市中央1丁目13-3

活性化支援金 500,000ぼ5 | 3 30 秋田県税理士政治連盟 秋田市千秋明徳町4-56

活性化支援金 500,000[円 5 | 3 | 30 山形県税理士政治連盟 山形市旅篭町1丁目12-51

活性化支援金 500,000円 5 | 3 | 30 岩手県税理士政治連盟 盛岡市大沢JII原3丁目7-3

活性化支援金 500,000円 5 11 I 29 宮城県税理士政治連盟 仙台市若林区新寺1丁目7番41号

活性化支援金 500,000|円 5 11129 岩手県税理士政治連盟 盛岡市大沢川原3丁目7-3

活性化支援金 500,000|円 5 11 I 29 福島県税理士政治連盟 郡山市堤下町8-10

活性化支援金 500,000|円 5 11 29 秋田県税理士政治連盟 秋田市千秋明徳町4-56

活性化支援金 500,000|円 5 11 29 青森県税理士政治連盟 青森市中央1丁目13-3

活性化支援金 500,000|円 5 11 29 山形県税理士政治連盟 山形市旅篭町1丁目12-51

I円

I円

I円

この頁の小計 6,000,000|円
※1 1住（数回にねたってなされたときは．その合計額が）5万円以上の（国会品晨関係敬治団住は1万円を超える）

支出はすべて個別に記載し， 5万円未満（国会議員関係政治団体は1万円以下）の支出は「その支出」に一括し

その他の支出

゜
円 て記載してください。なお，個別に記載した支出を証する書類（領収書等）の写し等を添付してください。

※2この用紙が2枚以上にわたる場合，「その他の支出」梱及び「合計」桐は，項目別区分及び内訳（小分類）ごとに，

合 計 6,000,000 円 最後のページにのみ記賊することC

※項目別区分及び内訳（小分類）ごとにそれぞれ別葉とすること。
分類）
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一
（その17) 全団体

（その17)

資 産 等 の 状 況
1資産等の総括表

資産等の有無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備 考
資産等が有の場合は
以下の様式を作成

ア 土 地 口 ． （その18-1)

イ 建 物 口 ． （その18-2)

ウ 建 物 の 所 有 を 目 的 と す る 地 上 権 又 は 土 地の賃借権 口 ． （その18-3)

工 取 得 の 価 額 が 100 万円を超える動産 口 ． （その18-4)

才
預金 （普通預金及び当座預金を 除く。） 口 ． （その18-5)
又 は 貯 金 （ 普 通 貯 金 を 除く

゜
） 

力 金銭信託 口 ． （その18-6)

キ 有価証券 口 ． （その18-7)

ク 出資による権利 口 ． （その18-8)

ケ 貸付先ごとの残高が 100万 円 を 超 える貸付金 口 ． （その18-9)

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万円を超え る 敷 金 口 ・ （その18-10)

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利 口 ． （その18-11)

シ 借入先ごとの残高が 100万 円 を 超 える借入金 口 ． （その18-12)

※各項目別区分の「有無」について，該当する口を選択すること「有」を選択した場合は，該当する項目別区分の（その18)を作成することC
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宣 誓 書

1

2

3

 

付添 書 類（別添のとおり）

領収書等の写し

監査意見書（政党本部及び政治資金団体に限る。）

政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は，政治資金規正法に従って作成したものであって，真実に相違ありません。

令和 6
 

年 3
 

月 22 日

政 治 団体 の 名称 東北税理士政治連盟

-------------------―き直＿匹互烹竺＿き＿色＿＿翌壁墨頸皇＿――-----------------
く解散の場合のみ記入する＞

代表者の氏 名

（備考）

1 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を，その代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する出面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと，た

だし，会計豆任者本人の署名その他の措置を講する場合は，この限りでない。

2 政治団体の解散に伴う報告書の場合は，会計貴任者の氏名の他，代表者の氏名を記載すること。また，代表者及び会計費任者本人が提出する場合にあっては本人確認占頚の提示又は提出を，これ

らの者の代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし，代表者及び会計責任者本人の署名その他の措囲を講ずる場合は，この

限りでない。

※1 「監査意見書」は，「政党の本部」又は「政治資金団体」のみが提出し，「政党の支部」及び「その他の政治団体（資金管理団体に指定されている場合も含む）」は不要となること。

※2 「国会議員関係政治団体」は，「政治資金監査報告書」を提出する必要があること。なお，収支報告内は政治資金監査を受けた上での宣四・提出となること。


